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優先評価化学物質通し番号 1 

二硫化炭素 

 

評価の概要について 1 

１ 評価対象物質について 2 

 本評価で対象とした物質は表 1 のとおり。 3 

 4 

表 1 評価対象物質の同定情報 5 

 

評価対象物質名称 二硫化炭素 

分子式 CS2 

優先評価化学物質通し番号 1 

CAS登録番号 75-15-0 

 6 

２ 物理化学的性状、濃縮性及び分解性について 7 

 本評価で用いた二硫化炭素の物理化学的性状、濃縮性及び分解性は表 2 及び表 3 のとおり。 8 

 9 

表 2 モデル推計に採用した物理化学的性状等データのまとめ※ 10 

項目 単位 採用値 詳細 

評価 Iで用

いた値(参

考) 

分子量 － 76.15 － 76.15 

融点 ℃ -111.6 1, 2) 平均値 -111.6 

沸点 ℃ 42.2 3) 101.325 kPaに換算した測定値 42.2 

蒸気圧 Pa 19,400 3) 25 ℃での測定値を 20 ℃に換算 19,424 

水に対する溶解度 mg/L 2,900 3) 20 ℃での測定値 2,900 

1-ｵｸﾀﾉｰﾙと水との間

の分配係数(logPow) 
－ 2.11 4) 23±2 ℃での測定値 2.7 3) 

ヘンリー係数 Pa･m3/mol 1,460 2, 5) 測定値 1,460 

有機炭素補正土壌吸

着係数(Koc) 
L/kg 34 3) 測定値 34 

生物濃縮係数(BCF) L/kg 60 2, 4, 6, 7 ) コイでの測定値 60 

生物蓄積係数(BMF) － 1 logPowと BCFから設定 8) 1 

解離定数(pKa) － － 解離基なし － 9) 

※平成 29 年度第 3 回化審法のリスク評価等に用いる物理化学的性状、分解性、蓄積性等のレビュー会議 11 
(平成 29 年 11 月 28 日開催)において了承された値 12 

1) Merck (2013)    6) HSDB 13 
2) NITE (2005)    7) MOE (2005) 14 
3) ECHA     8) MHLW, METI, MOE (2014) 15 
4) MITI (1987)    9) 評価 Iでは、解離定数は考慮しない 16 
5) PhysProp 17 



優先評価化学物質通し番号 1 

二硫化炭素 

 

 1 

表 3 分解に係るデータのまとめ※ 2 

項目 
半減期 

(日) 
詳細 

大気 

大気における総括分解半減期 9 
対流圏における総合的反応機序による

推定値 1 ～ 3) 

機 序 別 の

半減期 

OHラジカルとの反応 5.5 

反応速度定数(測定値)3 ～ 7)から、OHラ

ジカル濃度を 5×105 molecule/cm3とし

て算出 

オゾンとの反応 NA  

硝酸ラジカルとの反応 41.8 

反応速度定数(測定値)8)から、硝酸ラジ

カル濃度を 2.4×108 molecule/cm3とし

て算出 

水中 

水中における総括分解半減期 NA  

機 序 別 の

半減期 

生分解 5 
OECD TG 301D の結果からガイダンスに

従い半減期に変換 9) 

加水分解 365 

加水分解反応を受ける化学結合はない
5)が、pH13における測定値を外挿 1 ～ 6, 

10)し、OECD TG 11111)を参考に修正 

光分解 NA  

土壌 

土壌における総括分解半減期 NA  

機 序 別 の

半減期 

生分解 5 
OECD TG 301D の結果からガイダンスに

従い半減期に変換 9) 

加水分解 
－ 

加水分解反応を受ける化学結合はない
5)ことから、設定しない 

底質 

底質における総括分解半減期 NA  

機 序 別 の

半減期 

生分解 20 土壌中の生分解半減期の 4倍値 9) 

加水分解 － 
加水分解反応を受ける化学結合はない
5)ことから、設定しない 

※平成 29 年度第 3 回化審法のリスク評価等に用いる物理化学的性状、分解性、蓄積性等のレビュー会議 3 
(平成 29 年 11 月 28 日開催)において了承された値 4 

1) Mackay (2006)    7) PhysProp  5 
2) Howard FATE (1989)    8) NIST  6 
3) HSDB     9) ECHA  7 
4) CICAD (2002)     10) MOE (2005) 8 
5) MOE (2003)     11) OECD 9 
6) NITE (2005)     NA:情報が得られなかったことを示す 10 

  11 



優先評価化学物質通し番号 1 

二硫化炭素 

 

３ 排出源情報 1 

 本評価で用いた化審法届出情報及び PRTR 情報は以下のとおり。化審法情報による製造輸入数2 

量は 3 万 5 千トン前後で、PRTR 情報による排出移動量は 4 千トン前後で推移している。 3 

 4 

 5 

図 １ 化審法届出情報 6 

 7 

表 4 化審法届出情報に基づく評価Ⅱに用いる推計排出量(平成 27年度実績) 8 

用途番号-

詳細用途

番号 

用途分類 詳細用途分類 
出荷数量 

[トン／年] 

推計排出量 

[トン／年] 

※（ ）は、うち水域

への排出量 

  製造 ― 38 (0.37) 

01-a 中間物 合成原料、重合原料、前駆重合体 14,000 20 (6.8) 

01-z 中間物 その他 
50 0.22 (0.05) 

07-b 
工業用溶剤 紡糸用溶剤、製膜用溶剤 

7,300 3,700 (77) 

28-c 
合成ゴム、ゴム用添加剤、ゴム

用加工助剤 

加硫剤、架橋剤、架橋助剤 

120 0.32 (0.018) 

計 21,000 3,800 (84) 

 9 
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平成22年

度
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優先評価化学物質通し番号 1 

二硫化炭素 

 

 1 

図 ２ PRTR 情報に基づく評価Ⅱに用いる排出量情報(平成 27年度) 2 

 3 

表 5 PRTR情報に基づく届出外排出量の詳細(平成 27年度)  4 

 5 

  6 
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移動体 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

家庭 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

非対象業種 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

対象業種

（すそ切り）
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 0.15
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優先評価化学物質通し番号 1 

二硫化炭素 

 

４ 有害性評価 1 

４-１ 人健康影響 2 

リスク推計に用いた有害性情報（有害性評価値）を表 6に整理する。二硫化炭素の有害性につ3 

いては、一般毒性、生殖・発生毒性、発がん性等の毒性データを検討した結果、ヒト及び動物で4 

主な標的臓器が神経系であり、ヒトの腓骨運動神経伝導速度の低下を指標とした遠位末梢神経へ5 

の影響が最も低い暴露濃度から発現していた。発がん性を評価可能な動物の慢性データは得られ6 

ていないが、二硫化炭素が遺伝毒性を有する明確な証拠はなく、ヒトでも発がんリスクの上昇を7 

示唆する報告は得られなかった。また、有害性評価値の導出に適したデータが得られたのは吸入8 

経路のみであった。表 6には、ヒトの腓骨運動神経伝導速度の低下に基づいて導出された有害性9 

評価値が示されている。また、本物質の有害性評価値の導出には、経口及び吸入経路ともに同一10 

の根拠データを用いたため、両経路の HQを合算することによりリスク推計を行うことが適切と考11 

えられた。 12 

 13 

表 6 有害性情報のまとめ（人健康） 14 

有害性 

評価項目 

人健康 

一般毒性 生殖発生毒性 発がん性 

経口経路 吸入経路 経口経路 吸入経路 経口経路 吸入経路 

NOEL等、ﾕﾆｯﾄﾘ

ｽｸ、ｽﾛｰﾌﾟﾌｧｸﾀ

ｰ 

－ 

BMCL1SD 

5.38 mg/m3 

(連続暴露補正値) 

－ － － － 

不確実係数積

(UFs) 
－ 100 － － － － 

有害性評価値 
0.022 

mg/kg/day 
0.054 mg/m3 － － － － 

NOEL等の根拠 
吸入評価値を

経口換算 

職業暴露の疫学調査

におけるヒト腓骨運

動神経伝導速度の低

下 

－ － － － 

文献 
Johnson et 

al. 1983 

Johnson et al. 

1983 
－ － － － 

 15 

  16 



優先評価化学物質通し番号 1 

二硫化炭素 

 

４-２ 生態影響 1 

本評価で用いた二硫化炭素の生態影響に係る有害性情報は表 7～表 8のとおり。 2 

 3 

表 7 PNECwater 導出に利用可能な毒性値 4 

栄養段階 

（生物群） 
急性 慢性 

毒性値 

（mg/L） 

生物種 エンドポイント等 暴露

期間 

(日) 

出典 
種名 和名 

エンド 

ポイント 

影響内

容 

生産者 

（藻類） 

 ○ 0.068 
Pseudokirchneriella 

subcapitata 
ムレミカヅキモ NOEC 

GRO 

(RATE) 
3 [1] 

○  1.2 
Pseudokirchneriella 

subcapitata 
ムレミカヅキモ EC50 

GRO 

(RATE) 
3 [1] 

一次消費者 

（又は消費者） 

（甲殻類） 

 ○        

○  0.33 Daphnia magna オオミジンコ EC50 IMM 2 [1] 

二次消費者 

（又は捕食者） 

（魚類） 

 ○         

○  3.8 Oryzias latipes メダカ LC50 MOR 4 [1] 

【エンドポイント】 5 
EC50（Median Effective Concentration）：半数影響濃度、LC50（Median Lethal Concentration）：半数致死濃度、 6 
NOEC（No Observed Effect Concentration）： 無影響濃度 7 

【影響内容】 8 
GRO（Growth）：生長（植物）、成長（動物）、IMM（Immobilization）：遊泳阻害、MOR（Mortality）：死亡、REP9 
（Reproduction）：繁殖、再生産、SUV(survival)：生残 10 

（）内：試験結果の算出法 11 

RATE：生長速度より求める方法（速度法） 12 

 13 

表 8 有害性情報のまとめ（生態） 14 

 水生生物に対する毒性情報 

PNECwater 6.8×10-4 mg/L 

キースタディの毒性値 0.068 mg/L 

不確実係数積（UFs） 100 

（キースタディの 

エンドポイント） 

藻類の 72 時間生長阻害に対する 

無影響濃度 

 15 

 16 
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優先評価化学物質通し番号 1 

二硫化炭素 

 

５ リスク推計結果の概要 1 

５-１ 排出源ごとの暴露シナリオによる評価 2 

・H27 年度実績の化審法届出情報及び PRTR 届出情報を用いて、排出源ごとの暴露シナリオ3 

の推計モデル（PRAS-NITE Ver.1.1.2）により、人健康/生態影響に係るリスク評価を行った。4 

このうち、PRTR 届出情報に基づくリスク推計結果の方がより実態を反映していると考え5 

られるため、その結果を以下に示す。 6 

・人健康/生態影響の何れにおいても数カ所のリスク懸念地点が認められ、リスク懸念箇所数7 

は、一般毒性の経口経路では 1 箇所、吸入経路では 3 カ所、生態影響では 4 カ所であった。 8 

 9 

表 9 PRTR届出情報(H27年度)に基づく人健康影響（一般毒性）に係るリスク推計結果1 10 

暴露経路 
リスク推計の対象 

となる排出量 

届出排出源の 

リスク懸念箇所数 
届出排出源の数 

経口経路 大気・水域排出分 1 37 

吸入経路 大気排出分 3 37 

経口・吸入経路 

（合算） 
大気・水域排出分 3 37 

 11 

表 10 PRTR 届出情報(H27年度)に基づく生態影響に係るリスク推計結果 12 

 届出排出源の 

リスク懸念箇所数 
届出排出源の数 

水生生物に対するリスク推計結果 4 37 

 13 

  14 

                                                   
1届出事業所に加えて、移動先の下水道終末処理施設も排出源として考慮。PRTR届出外排出量推計手法に従って

下水処理場での大気への移行率は 19%、水域への移行率は 8.9%とした。 



優先評価化学物質通し番号 1 

二硫化炭素 

 

５-２ 様々な排出源の影響を含めた暴露シナリオによる評価 1 

・PRTR 届出情報及び届出外推計排出量(H27 年度)を用いて、様々な排出源の影響を含めた暴2 

露シナリオによる推計モデル（G-CIEMS ver.0.92）により、大気中濃度及び水質濃度の計算3 

を行い、評価対象地点とした環境基準点を含む 3,705 地点のリスク推計を行った。 4 

 5 

５-２-１ 人健康影響 6 

・推計結果は表 11のとおり。HQ≧1 となる地点は経口経路では 1 地点、吸入経路では 0 地7 

点、経口・吸入経路(合算)においては 1 地点であった。 8 

 9 

表 11 G-CIEMSによる濃度推定結果(H27年度)に基づく HQ区分別地点数 10 

ハザード比の区分 
一般毒性 

経口経路 吸入経路 経口・吸入経路（合算） 

1≦HQ 1 0 1 

0.1≦HQ＜1 0 11 10 

HQ＜0.1 3,704 3,694 3,694 

 11 

５-２-２ 生態影響 12 

・推計結果は表 12のとおり。PEC/PNEC 比≧1 となるのは 3 地点であった。 13 

 14 

表 12 G-CIEMS による濃度推計結果(H27年度)に基づく PEC/PNEC比区分別地点数 15 

PEC／PNEC 比の区分 水生生物 

1≦PEC/PNEC 3 

0.1≦PEC/PNEC＜1 1 

PEC/PNEC＜0.1 3,701 

 16 

  17 

                                                   
2 リスク評価向けに一部修正を加えている（全国一括計算を可能とした）。 



優先評価化学物質通し番号 1 

二硫化炭素 

 

５-３ 環境モニタリングデータによる評価 1 

５-３-１ 人健康影響 2 

・ 直近 5年（平成 23～27年度）の二硫化炭素の大気モニタリングデータを元に、リスクを3 

評価した。結果は表 13エラー! 参照元が見つかりません。のとおり。 4 

・大気において、HQ≧1となる地点はなかった。 5 

・なお、平成 28年度の水質環境モニタリングデータが得られており、これに基づき、HQを求6 

めたところ、HQ≧1となる地点はなかった。 7 

   8 

表 13 大気モニタリングデータに基づく HQ区分別地点数 9 

ハザード比の区分 
一般毒性 

吸入経路 

1≦HQ 0 

0.1≦HQ＜1 0 

HQ＜0.1 13 

※複数年度で同一地点が測定されている場合、最大濃度を使用 10 

 11 

・年度別のモニタリングデータ(直近 5年)及びリスク推計結果は表 14エラー! 参照元が見12 

つかりません。のとおり。 13 

 14 

表 14 大気モニタリングデータに基づくリスク推計（年度別） 15 

年度 
モニタリング 

事業名 

濃度範囲 

（mg/m3） 

検出下限値 

（ mg/m3） 
検出地点数 

HQ1 

超過地点数 

平成 23 年度 有害大気 0.074×10-3～1.1×10-3  －  13/13 0 

平成 24 年度 有害大気 0.044×10-3～0.72×10-3  －  13/13 0 

平成 25 年度 有害大気 0.034×10-3～0.46×10-3  －  13/13 0 

平成 26 年度 有害大気 <0.011×10-3～0.8×10-3 0.011×10-3 11/13 0 

平成 27 年度 有害大気 <0.012×10-3～0.83×10-3 0.012×10-3 7/9 0 

 16 

５-３-２ 生態影響 17 

・ 直近 5年（平成 23～27年度）及び過去 10年分（平成 16～27年度）の二硫化炭素に係る水18 

質モニタリングデータは得られなかったため、環境モニタリングデータによる評価は実施19 

していない。 20 

・ なお、平成 28 年度の水質環境モニタリングデータを元に、PEC/PNEC 比を求めたところ、21 

PEC/PNEC比≧1となる地点はなかった。 22 

 23 

６ 追加調査が必要となる不確実性事項等 24 

・ モデル推計でリスク懸念ありとなる地点でモニタリングが行われていない。 25 



優先評価化学物質通し番号 1 

二硫化炭素 

 

・ デフォルトの河川流量を用いてモデル推計した結果判明したリスク懸念地点について、1 

実河川流量の情報が得られていない。 2 

・ モデル推計で、経口経路でリスク懸念ありとなる推計結果については、排水先水域での3 

水道水の取水状況、取水している場合の水道の浄化率などが不明であり、暴露シナリオ4 

と実態が乖離している可能性がある。 5 

（概要は以上。） 6 

  7 
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７ 付属資料 1 

 2 

７-１ 化学物質のプロファイル 3 

表 15 化審法に係わる情報 4 

優先評価化学物質官報公示名称 二硫化炭素 

優先評価化学物質通し番号 1 

優先評価化学物質指定官報公示日 平成 23年 04 月 01 日 

官報公示整理番号、官報公示名称 1-172：二硫化炭素 

関連する物質区分 既存化学物質/旧第二種監視化学物質 

既存化学物質安全性点検結果(分解性･蓄積性) 難分解性/低濃縮性 

既存化学物質安全性点検結果(人健康影響) － 

既存化学物質安全性点検結果(生態影響) － 

優先評価化学物質の製造数量等の届出に含まれるそ

の他の物質(注) 
－ 

 (注)「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について」の「２．新規化学物質の製造又は輸入に係る届出関係」5 
により新規化学物質としては取り扱わないものとしたもののうち、構造の一部に優先評価化学物質を有するもの（例：分子6 
間化合物、ブロック重合物、グラフト重合物等）及び優先評価化学物質の構成部分を有するもの（例：付加塩、オニウム塩7 
等）については、優先評価化学物質を含む混合物として取り扱うこととし、これらの製造等に関しては、優先評価化学物質8 
として製造数量等届出する必要がある。(「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について」平成 23 年 39 
月 31 日薬食発 0331第 5 号、平成 23･03･29 製局第 3 号、環保企発第 110331007 号） 10 

 11 

表 16 国内におけるその他の関係法規制 12 

国内における関係法規制 対象 

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び 

管理の改善の促進に関する法律(化管法) 
第一種指定化学物質 1-318 二硫化炭素 

毒物及び劇物取締法 

劇物 法律別表第 2 の 64 二硫化炭素 

劇物 政令第 2 条第 1 項第 78号 二硫化炭素を含有する製

剤 

労働安全

衛生法 

製造等が禁止される有害物等 － 

製造の許可を受けるべき有害物 － 

名称等を表示し、又は通知すべき 

危険物及び有害物 

別表第 9 の 431 二硫化炭素 

(表示対象 ≧0.3wt%、通知対象≧0.1wt%) 

危険物 

引火性の物 政令番号 4 

 エチルエーテル、ガソリン、アセトアルデヒド、酸化プ

ロピレン、二硫化炭素その他の引火点が零下三〇度未満の物 

特定化学物質等 － 

鉛等/四アルキル鉛等 － 

有機溶剤等 
第一種有機溶剤等 政令番号 38 

二硫化炭素 

作業環境評価基準で定める 

管理濃度 

通し番号 63 二硫化炭素 

管理濃度 1ppm 

強い変異原性が認められた化学物質 － 

化学兵器禁止法 － 

オゾン層保護法 － 

環境基本法 － 

大気汚染防止法 
特定物質 政令第 10 条第 14号 二硫化炭素 

有害大気汚染物質 中環審第 9 次答申の 164 二硫化炭素 

水質汚濁防止法 指定物質 政令第 3 条の 3 第 12 号 二硫化炭素 

土壌汚染対策法 － 

有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律 － 

出典：(独)製品評価技術基盤機構,化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP), 13 



優先評価化学物質通し番号 1 

二硫化炭素 

 

URL：http://www.nite.go.jp/chem/chrip/chrip_search/systemTop, 1 
平成 30年 8月 20 日に CAS登録番号 75-15-0 で検索 2 

 3 

７-２ 暴露評価と各暴露シナリオでのリスク推計 4 

７-２-１ 環境媒体中の検出状況 5 

 6 

直近 5 年及び過去 10 年の二硫化炭素の環境モニタリングデータを以下に示す。 7 

 8 

表 17 大気モニタリングにおける二硫化炭素の最大濃度 9 

期間 モニタリング事業名 
最大濃度 

（mg/m3） 

直近 5 年（平成 23～27 年度） 有害大気（平成 23 年度） 1.1×10-3 

 10 

表 18 直近 5年間の二硫化炭素の大気モニタリング調査結果（年度別） 11 

年度 
モニタリング 

事業名 

濃度範囲 

（mg/m3） 

検出下限値 

（mg/m3） 
検出地点数 

平成 23 年度 有害大気 0.074×10-3～1.1×10-3  －  13/13 

平成 24 年度 有害大気 0.044×10-3～0.72×10-3  －  13/13 

平成 25 年度 有害大気 0.034×10-3～0.46×10-3  －  13/13 

平成 26 年度 有害大気 <0.011×10-3～0.8×10-3 0.011×10-3 11/13 

平成 27 年度 有害大気 <0.012×10-3～0.83×10-3 0.012×10-3 7/9 

 12 

 13 

表 19 水質モニタリングにおける二硫化炭素の最大濃度 14 

期間 モニタリング事業名 
最大濃度 

（mg/L） 

直近 5 年（平成 23～27 年度） － － 

過去 10 年（平成 18～27 年度） － － 

 15 

表 20 直近 5年間の二硫化炭素の水質モニタリング調査結果（年度別） 16 

期間 
モニタリング 

事業名 

濃度範囲（平均値） 

（mg/L） 

検出下限値 

（mg/L） 
検出地点数 

平成 28 年度 黒本調査 <2.9×10-6～410×10-6 2.9×10-6 19/20 

※参考までに H28 年度のデータを掲載 17 
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優先評価化学物質通し番号 1 

二硫化炭素 

 

７-２-２ 排出源ごとの暴露シナリオによる暴露評価とリスク推計 1 

(１) PRTR 情報に基づく評価 2 

① PRTR 届出排出量 3 

表 21 届出排出源ごとの排出量(H27年度) 4 

 5 

 6 

② 暴露推計結果 7 

表 22  PRTR 届出情報(H27年度)に基づく人健康に係る暴露推計結果 8 

 9 

 10 

表 23  PRTR 届出情報(H27年度)に基づく水生生物に係る暴露推計結果 11 

 12 
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No. 都道府県 業種名等
大気排出量

[t/year]
水域排出量

[t/year]
総排出量
[t/year]

排出先水
域名称

事業者名

1 Ｂ県
パルプ・紙・紙加工
品製造業 1,400 0

1,400
A社

2 Ａ県 化学工業 1,200 72 1,272 A川 B社

3 Ｃ県
パルプ・紙・紙加工
品製造業 760 0

760
C社

4 Ｉ県 化学工業 170 0 170 D社

5 Ｄ県 化学工業 110 0 110 E社

6 Ｊ県 化学工業 98 0 98 F社

7 Ｅ県
パルプ・紙・紙加工
品製造業 58 3.5

62 B川
G社

8 Ｋ県
輸送用機械器具製
造業 12 0

12
H社

9 Ｌ県 金属製品製造業 8.6 0 8.6 I社

10 Ｍ県 金属製品製造業 8.1 0 8.1 I社

水域排出分 大気排出分（半径1kmエリア）

No. 都道府県 業種名等
河川

[mg/L]
飲料水
[mg/L]

淡水魚
[mg/kg]

海水魚
[mg/kg]

大気
[mg/m3]

土壌
[mg/kg]

地下部
農作物
[mg/kg]

地上部
農作物

 Exposed
[mg/kg]

地上部
農作物

Protected
[mg/kg]

乳製品
[mg/kg]

肉類
[mg/kg]

1 Ｂ県
パルプ・紙・紙加
工品製造業

0 0 0 0 2.5E-01 5.2E-04 4.8E-04 9.1E-04 9.1E-04 2.5E-04 1.0E-04

2 Ａ県 化学工業 5.2E-01 5.2E-01 3.1E+01 3.1E+00 2.2E-01 4.4E-04 4.1E-04 7.8E-04 7.8E-04 2.1E-04 8.6E-05

3 Ｃ県
パルプ・紙・紙加
工品製造業

0 0 0 0 1.4E-01 2.8E-04 2.6E-04 5.0E-04 4.9E-04 1.3E-04 5.5E-05

4 Ｉ県 化学工業 0 0 0 0 3.1E-02 6.3E-05 5.8E-05 1.1E-04 1.1E-04 3.0E-05 1.2E-05

5 Ｄ県 化学工業 0 0 0 0 2.0E-02 4.1E-05 3.8E-05 7.2E-05 7.1E-05 1.9E-05 7.9E-06

6 Ｊ県 化学工業 0 0 0 0 1.8E-02 3.6E-05 3.4E-05 6.4E-05 6.4E-05 1.7E-05 7.0E-06

7 Ｅ県
パルプ・紙・紙加
工品製造業

2.6E-02 2.6E-02 1.5E+00 1.5E-01 1.1E-02 2.1E-05 2.0E-05 3.8E-05 3.8E-05 1.0E-05 4.2E-06

8 Ｋ県
輸送用機械器具
製造業

0 0 0 0 2.2E-03 4.4E-06 4.1E-06 7.8E-06 7.8E-06 2.1E-06 8.6E-07

9 Ｌ県 金属製品製造業 0 0 0 0 1.6E-03 3.2E-06 2.9E-06 5.6E-06 5.6E-06 1.5E-06 6.2E-07

10 Ｍ県 金属製品製造業 0 0 0 0 1.5E-03 3.0E-06 2.8E-06 5.3E-06 5.3E-06 1.4E-06 5.8E-07

No. 都道府県 業種名等
排出先水域

名称
水中

[mg/L]

1 Ａ県
石油製品・石炭
製品製造業

A川 9.1E-01

2 Ｅ県 繊維工業 B川 4.4E-02

3 Ｇ県 化学工業 C川 8.1E-03

4 Ｎ県 下水道業 D海域 7.2E-04

5 Ｏ県 化学工業 E海域 4.5E-04

6 Ｍ県 下水道業 F川 2.9E-04

7 P県 化学工業 G海域 2.6E-05

8 Ｌ県 下水道業 I川 1.3E-06



優先評価化学物質通し番号 1 

二硫化炭素 

 

③ リスク推計結果 1 

 2 

表 24  PRTR 届出情報(H27年度)に基づく人健康に係るリスク推計結果（HQ） 3 

 4 

 5 

表 25  PRTR届出情報(H27年度)に基づく水生生物に係るリスク推計結果（PEC/PNEC） 6 

 7 

 8 
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媒体別摂取量[mg/kg/day] 摂取量

水域排出分 大気排出分（半径1kmエリア） [mg/kg/day]

No.
都道
府県

業種名等
飲料水摂

取
魚介類摂

取
大気吸入

地下部農
作物摂取

地上部農
作物摂取

乳製品摂
取

肉類摂取
経口摂取

量
吸入摂取

量
全摂取量 経口経路 吸入経路 経口経路 吸入経路

経口･吸
入経路
(合算)

1 Ａ県 化学工業 2.1E-02 3.6E-03 8.7E-02 5.7E-08 5.7E-07 2.5E-09 3.5E-10 2.5E-02 8.7E-02 1.1E-01 2.2E-02 2.2E-02 1.1E+00 4.0E+00 5.1E+00

2 Ｂ県
パルプ・紙・紙加
工品製造業

0 0 1.0E-01 6.7E-08 6.6E-07 3.0E-09 4.0E-10 7.4E-07 1.0E-01 1.0E-01 2.2E-02 2.2E-02 3.3E-05 4.6E+00 4.6E+00

3 Ｃ県
パルプ・紙・紙加
工品製造業

0 0 5.5E-02 3.6E-08 3.6E-07 1.6E-09 2.2E-10 4.0E-07 5.5E-02 5.5E-02 2.2E-02 2.2E-02 1.8E-05 2.5E+00 2.5E+00

4 Ｉ県 化学工業 0 0 1.2E-02 8.1E-09 8.1E-08 3.6E-10 4.9E-11 8.9E-08 1.2E-02 1.2E-02 2.2E-02 2.2E-02 4.1E-06 5.6E-01 5.6E-01

5 Ｄ県 化学工業 0 0 8.0E-03 5.3E-09 5.2E-08 2.3E-10 3.2E-11 5.8E-08 8.0E-03 8.0E-03 2.2E-02 2.2E-02 2.6E-06 3.6E-01 3.6E-01

6 Ｊ県 化学工業 0 0 7.1E-03 4.7E-09 4.7E-08 2.1E-10 2.8E-11 5.1E-08 7.1E-03 7.1E-03 2.2E-02 2.2E-02 2.3E-06 3.2E-01 3.2E-01

7 Ｅ県
パルプ・紙・紙加
工品製造業

1.0E-03 1.8E-04 4.2E-03 2.8E-09 2.8E-08 1.2E-10 1.7E-11 1.2E-03 4.2E-03 5.4E-03 2.2E-02 2.2E-02 5.4E-02 1.9E-01 2.5E-01

8 Ｋ県
輸送用機械器具
製造業

0 0 8.7E-04 5.7E-10 5.7E-09 2.5E-11 3.5E-12 6.3E-09 8.7E-04 8.7E-04 2.2E-02 2.2E-02 2.9E-07 4.0E-02 4.0E-02

9 Ｇ県
パルプ・紙・紙加
工品製造業

1.9E-04 3.2E-05 4.9E-04 3.3E-10 3.2E-09 1.4E-11 2.0E-12 2.2E-04 4.9E-04 7.1E-04 2.2E-02 2.2E-02 1.0E-02 2.2E-02 3.2E-02

10 Ｌ県 金属製品製造業
0 0 6.3E-04 4.1E-10 4.1E-09 1.8E-11 2.5E-12 4.5E-09 6.3E-04 6.3E-04 2.2E-02 2.2E-02 2.1E-07 2.8E-02 2.8E-02

有害性評価値
HQ

[mg/kg/day]

No. 都道府県 業種名等
排出先水域
名称

水域排出
量
[t/year]

河川水中濃
度
(PECwater)
[mg/L]

水生生物_有
害性評価値
(PNECwater)
[mg/L]

水生生物
_PEC/PNEC

1 Ａ県 化学工業 A川 72.00 1.2×10-2 0.00068 1337.4

2 Ｅ県
パルプ・紙・紙
加工品製造業

B川 3.50 3.4×10-3 0.00068 65.01

3 Ｇ県
パルプ・紙・紙
加工品製造業

C川 0.64 7.2×10-4 0.00068 11.89

4 Ｎ県 化学工業 D海域 0.57 2.9×10-4 0.00068 1.06

5 Ｏ県 化学工業 E海域 0.36 2.3×10-4 0.00068 0.67

6 Ｍ県 下水道業 F川 0.02 1.9×10-3 0.00068 0.43

7 P県 下水道業 G海域 0.02 1.8×10-4 0.00068 0.04

8 Ｌ県 化学工業 I川 0.00 1.4×10-4 0.00068 0.00
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７-２-３ 様々な排出源の影響を含めた暴露シナリオにおける暴露評価とリスク推計 1 

(１) 環境中濃度等の空間的分布の推計（PRTR情報の利用） 2 

① 推計条件 3 

 4 

表 26 G-CIEMSの計算に必要なデータのまとめ 5 

項目 単位 採用値 詳細 

ヘンリー係数 Pa・m3/mol 1460 25℃温度補正値 

水溶解度 mol/m3 40.8 25℃温度補正値 

蒸気圧 Pa 2.74×104 25℃温度補正値 

オクタノールと水との間の分配係数 - 2.11 logPow 

大気中分解速度定数（ガス） s-1 9.01×10-7 大気における総括分解半減期の

総括値 8.9 日の換算値 

大気中分解速度定数（粒子） s-1 9.01×10-7 大気における総括分解半減期の

総括値 8.9 日の換算値 

水中分解速度定数（溶液） s-1 1.63×10-6 水中における機序別分解半減期

の総括値 5 日の換算値 

水中分解速度定数（懸濁粒子） s-1 1.63×10-6 水中における機序別分解半減期

の総括値 5 日の換算値 

土壌中分解速度定数 s-1 1.60×10-6 土壌中における機序別分解半減

期の総括値 5 日の換算値 

底質中分解速度定数 s-1 4.01×10-7 底質中における機序別分解半減

期の総括値 20 日の換算値 

植生中分解速度定数 s-1 9.01×10-7 大気における総括分解半減期の

総括値 8.9 日の換算値 

 6 

 7 

 8 

表 27 PRTR排出量情報(平成 27年度)の全国排出量の内訳 9 

PRTR 排出量データ使用年度 平成 27 年度 

排出量 

全推計分の排出量を以下に示す。 

○届出排出量  ：3,928,000 kg/年 

G-CIEMS用大気排出量：     3,851,000 kg/年 

G-CIEMS用水域排出量：        77,000 kg/年 

G-CIEMS用土壌排出量：            0 kg/年 

(G-CIEMSで対応付けられていない排出量：水域 360 kg/年) 

○届出外排出量：521 kg/年 

G-CIEMS用大気排出量：   41 kg/年 

G-CIEMS用水域排出量：   11 kg/年 

G-CIEMS用土壌排出量：    0 kg/年 

○移動量から算出した下水処理場からの排出量：3.5 kg/年 

G-CIEMS用大気排出量：    3.4 kg/年 

G-CIEMS用水域排出量：    0.069 kg/年 

G-CIEMS用土壌排出量：    0 kg/年 

 10 
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優先評価化学物質通し番号 1 

二硫化炭素 

 

 1 

② 環境中濃度の推計結果 2 

 3 

表 28  G-CIEMS で計算された評価対象地点における水質濃度・大気濃度・ハザード比(HQ) 4 

パー

センタイ

ル 

順位 

経口摂取量[mg/kg/day] ②経口 

有害性評

価値 

[mg/kg/d

ay] 

HQ 経口 

(=①/②) 

 

③大気濃度 

[mg/m3] 

 

④吸入有害 

性評価値

(一般) 

[mg/m3] 

 

HQ 吸入 

(=③/④) 

 

HQ 

(経口+ 

吸入) 

 

局所 広域 

①合計 

(局所＋ 

広域) 

 

0 1 1.3x10
-15

 6.8x10
-9
 6.8x10

-9
 0.022 1.3x10

-15
 2.5x10

-13
 0.054 4.6x10

-12
 3.1x10

-7
 

0.1 4 2.7x10
-14

 6.8x10
-9
 6.8x10

-9
 0.022 2.7x10

-14
 1.2x10

-12
 0.054 2.2x10

-11
 3.1x10

-7
 

1 37 1.0x10
-13

 6.8x10
-9
 6.8x10

-9
 0.022 1.0x10

-13
 5.7x10

-12
 0.054 1.0x10

-10
 3.1x10

-7
 

5 185 4.7x10
-13

 6.8x10
-9
 6.8x10

-9
 0.022 4.7x10

-13
 2.9x10

-11
 0.054 5.4x10

-10
 3.1x10

-7
 

10 371 2.7x10
-12

 6.8x10
-9
 6.8x10

-9
 0.022 2.7x10

-12
 2.2x10

-10
 0.054 4.2x10

-9
 3.1x10

-7
 

25 926 7.2x10
-12

 6.8x10
-9
 6.8x10

-9
 0.022 7.2x10

-12
 5.2x10

-8
 0.054 9.5x10

-7
 1.3x10

-6
 

50 1853 2.2x10
-9
 6.8x10

-9
 9.0x10

-9
 0.022 2.2x10

-9
 1.2x10

-5
 0.054 2.2x10

-4
 2.2x10

-4
 

75 2779 7.1x10
-9
 6.8x10

-9
 1.4x10

-8
 0.022 7.1x10

-9
 6.0x10

-5
 0.054 0.0011 0.0011 

90 3335 2.1x10
-8
 6.8x10

-9
 2.8x10

-8
 0.022 2.1x10

-8
 2.7x10

-4
 0.054 0.0050 0.0050 

95 3520 6.5x10
-8
 6.8x10

-9
 7.1x10

-8
 0.022 6.5x10

-8
 5.3x10

-4
 0.054 0.010 0.010 

99 3668 9.2x10
-8
 6.8x10

-9
 9.9x10

-8
 0.022 9.2x10

-8
 0.0019 0.054 0.035 0.035 

99.9 3701 6.2x10
-7
 6.4x10

-9
 6.2x10

-7
 0.022 6.2x10

-7
 0.011 0.054 0.20 0.20 

99.92 3702 7.6x10
-7
 6.6x10

-9
 7.7x10

-7
 0.022 7.6x10

-7
 0.011 0.054 0.20 0.20 

99.95 3703 5.1x10
-7
 6.6x10

-9
 5.2x10

-7
 0.022 5.1x10

-7
 0.020 0.054 0.37 0.37 

99.97 3704 1.0x10
-6
 6.8x10

-9
 1.0x10

-6
 0.022 1.0x10

-6
 0.022 0.054 0.41 0.41 

100 3705 0.030 6.6x10
-9
 0.030 0.022 0.030 0.020 0.054 0.37 1.7 

※ハザード比(HQ)の項目中の網掛けのセルは 0.1 以上 1 未満、白抜きのセルは 1 以上を表す 5 
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表 29  G-CIEMS で計算された評価対象地点における水質濃度及び PEC/PNEC比 1 

パーセン

タイル 
順位 

水生生物 

PECwater 

(水質濃度) 

[mg/L] 

PNECwater 

 [mg/L] 

PECwater 

/PNECwater 比

[-] 

0 1 6.67×10
-15

 0.00068 9.81×10
-12

 

0.1 4 1.71×10
-14

 0.00068 2.52×10
-11

 

1 37 2.85×10
-13

 0.00068 4.19×10
-10

 

5 185 4.47×10
-12

 0.00068 6.57×10
-9

 

10 371 1.55×10
-11

 0.00068 2.28×10
-8

 

25 926 4.40×10
-10

 0.00068 6.47×10
-7

 

50 1853 2.91×10
-8

 0.00068 4.27×10
-5

 

75 2779 1.45×10
-7

 0.00068 2.13×10
-4

 

90 3335 6.50×10
-7

 0.00068 9.56×10
-4

 

95 3520 1.30×10
-6

 0.00068 1.91×10
-3

 

99 3668 4.36×10
-6

 0.00068 6.42×10
-3

 

99.9 3701 2.33×10
-5

 0.00068 3.42×10
-2

 

99.92 3702 2.38×10
-4

 0.00068 3.50×10
-1

 

99.95 3703 3.98×10
-3

 0.00068 5.86 

99.97 3704 2.67×10
-2

 0.00068 39.3 

100 3705 8.30×10
-1

 0.00068 1220 

※PEC/PNEC 比の項目中の網掛けのセルは 0.1 以上 1 未満、白抜きのセルは 1 以上を表す 2 

 3 

③ 環境中分配比率等の推計結果 4 

 5 

表 30 環境中の排出先比率と G-CIEMS3で計算された環境中分配比率 6 

  

PRTR 

届出＋届出外 

排出量 

排出先 

比率 

大気 98% 

水域 2% 

土壌 0% 

環境中 

分配比率 

大気 99% 

水域 <1% 

土壌 <1% 

底質 <1% 

 7 

  8 

                                                   
3 他のモデルもあるが、PRAS-NITE Ver.1.1.2 は大気と水域の分配は考慮しないモデルであり、MNSEM3-NITE

（MNSEM2（version 2.0）に一部変更を加えて使用。変更箇所については技術ガイダンスⅦ章の付属資料に記

載。）は日本全体を４つの箱に分けて大まかな分配傾向を見るモデルであるため、ここではメッシュごと・流域

ごとに媒体間移行を詳細に推計できる G-CIEMS の結果を掲載した。 
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７-３ 参照した技術ガイダンス 1 

 2 

表 31 参照した技術ガイダンスのバージョン一覧 3 

章 タイトル バージョン 

‐ 導入編 1.0 

Ⅰ 評価の準備 1.0 

Ⅱ 人健康影響の有害性評価 1.1 

Ⅲ 生態影響の有害性評価 1.0 

Ⅳ 排出量推計 1.1 

Ⅴ 暴露評価～排出源ごとの暴露シナリオ～ 1.0 

Ⅵ 暴露評価～用途等に応じた暴露シナリオ～ 1.0 

Ⅶ 暴露評価～様々な排出源の影響を含めた暴露シナリオ～ 1.0 

Ⅷ 環境モニタリング情報を用いた暴露評価 1.0 

Ⅸ リスク推計・優先順位付け・とりまとめ 1.1 

 4 
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 1 

７-４ 環境モニタリングデータとモデル推計結果の比較解析 2 

・地点別のモニタリング濃度と PRAS-NITEのモデル推計濃度との比較 3 

 4 

  平成 27 年度の有害大気調査結果モニタリング濃度と PRAS-NITE のモデル推計濃度(平成5 

27 年度推計排出量)を比較したが、半径 10km 以内に該当するものは無かった。 6 

 7 

・地点別のモニタリング濃度と G-CIEMSのモデル推計濃度との比較 8 

 9 

  平成 27 年度の有害大気調査結果モニタリング濃度と G-CIEMS のモデル推計濃度(平成 2710 

年度推計排出量)を比較した結果を図 3 に示す。 11 

 12 

図 ３ G-CIEMS 推計大気濃度（PRTR、平成 27年度）と大気モニタリング濃度 13 

（有害大気（平成 27年度））（検出値のみ）の比較 14 
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 1 

図 4 （参考）G-CIEMS 推計水質濃度（PRTR 平成 27年実績）と水質モニタリング濃度（黒2 

本調査（平成 28年度））（検出値のみ）の比較 3 

 4 
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